
平成29年度小規模事業者組織化指導事業特別講習会

これだけは知っておこう！

事業承継セミナー

事業承継問題って？税制改正で何が変わるの？

お申し込み・お問い合わせ

山口県中小企業団体中央会 （担当：平田）

083-922-2606
http://axis.or.jp/

TEL

URL

～基礎から税制改正まで～

組合名・会社名 ＴＥＬ

受講者役職名 受講者氏名

下記へ記載の上ＦＡＸにてお申し込みください

講師
弁護士法人 牛見総合法律事務所
弁護士・税理士・中小企業診断士 牛見 和博 氏

日程

時間

場所

平成30年２月５日（月）

13:30～15:30

「山口グランドホテル」３階末広
山口市小郡黄金町１−１ TEL083-972-7777

主催 山口県中小企業団体中央会

事業承継セミナー～基礎から税制改正まで～参加申込書（申込締切：１月３１日）

参加費
無料

FAX 083-925-1860

中小企業経営者の高齢化が進み、後継者難に悩む中、円滑な事業承継が
これまで以上に大きな課題となっています。
本セミナーでは、事業承継の基礎から平成30年度税制改正の内容まで、

事業承継についてこれだけは知っておきたい内容について、弁護士・税理
士・中小企業診断士の資格を持つ講師から、それぞれの立場からみた事業
承継のポイントについて分かりやすくお伝えしていただきます。

※ご記入頂いた情報は本会からの各種連絡・情報提供のためにのみ利用致します。

２階サファイヤより変更となりました


